
仁愛女子短期大学公的研究費等不正防止計画

（目的）

第１条 不正防止計画は、仁愛女子短期大学（以下「本学」という。）における公的研究費

等の適正管理を確保し、不正使用等を防止することを目的とする。

（不正防止計画の趣旨）

第２条 不正防止計画は、本学における公的研究費等の管理に係る実態の把握及び検証結

果に基づき、不正を発生させる要因に対し本学が優先的に取り組むべき事項を、最高管

理責任者が定める不正防止対策の基本方針に沿って、具体的に定めるものとする。

（教職員等の行動規範等）

第３条 教員等の研究者は、次の行動規範に従って行動するものとする。

  一 研究従事者としての誇りを持ち、その使命を自覚する。

  二 公的研究費等の不正使用を行わない。

  三 公的研究費等の不正使用に加担しない。

  四 周囲の者に対して、公的研究費等の不正使用をさせない。

  五 公的研究費等の不正使用を黙秘しない。

２ 公的研究費等を取り扱う職員等は、次の行動規範に従って行動するものとする。

  一 規程及び不正防止計画を理解し研究者に周知する。

  二 周囲の者に対して、公的研究費等の不正使用をさせない。

  三 公的研究費等の不正使用を黙認しない。

３ 教職員等は、公的研究費等の使用に係る規程の遵守について、仁愛女子短期大学におけ

る公的研究費等の不正使用等防止に関する規程（以下「不正使用等防止規程」という。）第７

条３項に定める誓約書を自署により最高責任者に提出するものとする。

４ 本学の教職員等は、前項で定める誓約書の提出が統括責任者が定める期日までにない

場合は、公的研究費等の運営・管理に関わることができない。

５ 本学の教職員等が公的研究費等の不正使用を行った場合は、処分等を行う。また、学内

研究費等についても一定期間停止することがある。

６ 本学の教職員等が公的研究費等の不正使用に加担もしくは黙認した場合は、処分等を

行う。また、公的研究費等についても一定期間停止することがある。

７ 不正防止対策の不徹底により教職員等が公的研究費等の不正使用をおこなった場合及

び加担もしくは黙認した場合は、部局管理責任者などにも処分等を行うことがある。

（不正防止計画の実施責任）

第４条 公的研究費等の適正管理における責任体制は、不正使用等防止規程第３条ないし第

５条に定めるところによる。



公的研究費等の適正管理における責任体制図

公的研究費等の適正な運営及び管理について本学を統括する権

限を有するとともに最終責任を負う

最高管理責任者を補佐し、公的研究費等の適正な運営及び管理

並びにそれらに関するコンプライアンス教育について事実上本

学を統括する権限と責任を有する 

公的研究費等の適正な運営及び管理並びにそれらに関する

コンプライアンス教育について、当該部局を統括する権限と責

任を有する

２ 不正防止計画の実施責任については、不正使用等防止規程第４条、第６条、第 19 条に
定めるところによる。

（周知）

第５条 部局管理責任者は、関係規程及び不正防止計画および使用ルール等を、当該部局の

教職員等に周知しなければならない。

（モニタリング等）

第６条 防止計画推進部署は、公的研究費等の適正管理に係る実態の把握及び検証を行う

ため、全学的な公的研究費等の適正な管理の観点から、モニタリングを行う。

２ モニタリングにより、部局において把握された課題について情報共有し、不正防止計画

の改善や内部監査に活用する。

（不正を発生させる要因に対する不正防止計画）

第７条 不正を発生させる要因に対する不正防止計画及び当該不正防止計画を実施するた

めの具体的な行動を下記のとおり定める。

  不正を発生させる要因の把握および適正管理のための環境の整備（別表１）

（規程の改廃） 

第８条 この規程の改廃は、代表教授会の決議を経て、学長が行うものとする。

附 則 

この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。

最高管理責任者

学   長

統括管理責任者

副 学 長

部局管理責任者

学科長、事務長



（別紙１）

不正を発生させる要因の把握および適正管理のための環境の整備

発生する不正
リスク

不正の発生要因
対応する不正防止

計画
具体的行動

使用ルール、規程等の
理解不足

使用ルール、規程等の
周知

不明瞭な責任体制 責任体制の明確化

運営・管理状況の
把握不十分

運営・管理状況の定期
的な把握

支出伺書・命令書を最高管理責任者、統括管理責任
者、部局管理責任者、学科長、研究活動委員長にも
回覧決裁を行う。
また、モニタリング等により、定期的に運営・管理状
況を把握する。

情報共有の停滞
関係者間の適切な情
報共有

学内ネットワークでの情報共有を行い、必要に応じて
研究者に対し説明会を実施する。

法令遵守意識の低下 法令遵守意識の向上
周知した使用ルール、関連規程等について、遵守す
る誓約書（別紙２）を提出させる。提出されるまで、支
払業務は行わない。

経費執行の年度末
集中

早期・計画的執行の推
進

通知等により、早期および計画的執行を啓発すると
ともに、必要に応じて指導・助言を行う。

予算の使い切り意識 繰越制度等の周知
公的研究費の種目に応じた制度の周知を行い、繰越
制度等の利用促進を促す。

検収制度への理解
不足

検収制度の周知
検収担当の経理課が検収実施の有無を確認する。
未済の場合は検収制度の再指導をし、検収が完了
するまでは支払業務を行わない。

コンプライアンス教育の強化、研究者への個別指
導、学内ネットワークでの周知を行う。

年度を越えて資
金を使用するた
めの「預け金」

資金等の不適
正使用・管理



（別紙１）

発生する不正
リスク

不正の発生要因
対応する不正防止

計画
具体的行動

発注制度の理解不足 発注制度の周知
採択通知等との手続きと併せ、発注制度について周
知する。決められた発注方法以外で納品された物品
の支払業務は行わない。（別紙３，４，５，６）

内部監査等部門及びモニタリング等により、発注状
況に疑問が生じた場合、関係者とのヒアリング等を
行い、原因分析と対策を講じる。
また、内部監査等において、発注記録、検収記録、
保管状況等を抽出し、調査する。

発注書（別紙３）を必ず「支出命令書」に添付し、支払
前に発注状況を部局管理責任者まで回覧決裁を行
う。

労働対価との意識が
不十分

従事内容の事前説明
の徹底

支払前に、成果物や報告書等の添付書類を確認し、
本学の規程等に基づき、従事者への対価が適切か
どうかを検証する。（伺書にて回覧決裁を行う）

実態の事後確認が
容易でない

事務職員による牽制体
制の構築

事務職員が確認を行い、従事者と接触する機会を設
ける。内部監査等部門が必要と判断した場合は、従
事者との面談を行う。

旅行実態のな
い旅費および水
増し請求

旅費請求手続きの
形骸化

旅費請求手続きの周
知・徹底

経理課にて証拠書類の確認を行い、不足がある場合
は、指導を行う。証拠書類の添付が不十分だと判断
された場合は、書類が揃うまで支払業務を行わな
い。

実態のない「カ
ラ謝金」

発注状況の把握が
不十分

発注先の集中
による「業者と
の癒着」

関係教職員等の情報
共有


